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令和５年
夏の交通事故防止運動推進要綱

目 的

この運動は、夏の行楽期を迎えるにあたり、広く府民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルール
の遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることによって、交通事故の防止を図ることを目的とする。

期 間

令和５年７月１日（土）から７月３１日（月）までの1か月間

運動の重点

○ こどもの交通事故防止

○ 二輪車の交通事故防止

○ 自転車の安全利用の推進

○ 飲酒運転の根絶

スローガン

○ あぶないよ いそぐきもちに しんこきゅう
（令和５年使用「交通安全年間スローガン」 文部科学大臣賞）

○ スピードの 出し過ぎ注意 事故の元

○ 自転車に 乗るなら必ず ヘルメット
（令和５年使用「交通安全年間スローガン」 内閣総理大臣賞）

○ ちょっとだけ その一杯が 命取り

運動の進め方

交通事故により、未だ多くの人々が犠牲になっていることから、交通事故情勢が府民に正しく理解・認
識され、一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与する
よう、効果的に運動を展開する。

○ 関係機関・団体等との連携を密にし、支援協力体制を保持する。
○ ＳＮＳ等の活用など、時代に即した取組等を通じて、広報啓発活動を実施する。
○ 交通事故被害者等の視点に配慮した広報啓発活動を実施する。
○ 本運動の趣旨及び重点等を理解し、率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をする。

７月の府内一斉交通安全指導日等

７ 月 ８ 日 （土） ミニバイク・自動二輪車・自転車の安全指導日

近畿交通安全デー、交通安全家庭の日
７月15日 （土） 高齢者交通事故ゼロの日

シートベルト着用徹底の日

めいわく駐車・放置自転車追放デー
７月20日 （木）

ノーマイカーデー
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こ ど も の 交 通 事 故 防 止

本年４月末現在、府内におけるこどもが関連した交通事故件数は前年比で増加しており、また、過去５年

の統計から７月から８月にかけて、こども関連交通事故件数が増加する傾向にある。

7月下旬になると夏休みに入り、こどもの行動範囲が広がることから、道路へは飛び出さない、道路を

渡るときは左右をしっかり確認するなどの基本的な交通ルールと正しい交通マナーを一人ひとりに根付

かせ、こどもの交通事故防止を推進する。

◆ 推進機関・団体での推進項目

○ 歩行中の幼児・児童の交通事故の特徴（飛び出しによる死者・重傷者が多いなど）等を踏まえた
交通安全教育等の推進

○ 日常生活や教育現場における幼児・児童に対する安全な道路の通行方法に関する教育の推進
○ 通学路等における幼児・児童の安全の確保
○ こどもに対する思いやりのある運転の促進
○ 様々な媒体等を利用した交通安全教育等による交通ルール・交通マナーの習得及び理解向上と
交通安全行動の促進

○ 信号機のない横断歩道における安全対策の推進（横断歩道ハンドサイン運動の推進）
○ 夕暮れ時と夜間における反射材用品等の着用の促進

◆ 広報・実践促進事項

・ 信号は必ず守りましょう。
・ 信号が青でも左右を見て、周りの安全をしっかりと確認しましょう。
・ 道路では、遊ばない、飛び出さない。
・ 夜間の外出には目立ちやすい明るい色の服を選びましょう。
・ まわりの大人がまずこどもたちの手本となりましょう。

● 歩行者は

○ 道路で遊んだり、飛び出しや無理な横断、信号無視はやめましょう。
○ 交差点では、信号が青でも必ず左右の安全確認をしましょう。
○ 信号機のない横断歩道では、ドライバーに「目と手で合図」をして意思疎通を図り、安全に渡り
ましょう。（横断歩道ハンドサイン運動）

○ 夕暮れ時や夜間に外出する時は明るい色の目立つ服装で、靴や持ち物等に反射材を付け、ドライバー
に遠くからでも発見されやすいようにしましょう。

● ドライバーは

○ こどもの行動特性を理解し、特に通学路や生活道路では、速度を落とし、思いやりのある運転を
心がけましょう。

○ 夕暮れ時は早めにヘッドライトをつけましょう。
○ 夜間の対向車や先行車がいない状況では、ハイビームを使用しましょう。
○ 横断歩道における歩行者優先を徹底しましょう。
○ 車道やその付近を幼児二人同乗用自転車等が通行している際は、転倒等を想定し、安全な距離・
間隔を確保しましょう。

● 地域・職場では

○ 自治会、こども会、放課後児童クラブ等において、こどもを対象とした交通安全教育・広報啓発を
実施しましょう。

○ 地域交通安全活動推進委員等は、こどもなど交通弱者を対象とした保護誘導活動を行いましょう。
○ 地区(自治会等)ごとにこども自身の交通安全意識とこどもに対する保護意識の高揚を図りましょう。

● 家庭では

○ こどもには横断歩道の渡り方など大人が手本を示し、安全な交通行動について具体的に指導
しましょう。

○ 身近に感じた「ヒヤリ・ハット」の体験等をもとに、交通安全について家族で話し合いましょう。
○ こどもが外出するときには、「車に気をつけてね」「安全確認をしっかりしてね」などの声かけを
しましょう。

○ 夜間の交通事故防止に役立つ反射材を身に付けるようにしましょう。
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二 輪 車 の 交 通 事 故 防 止

本年４月末現在、府内における二輪車の交通事故件数は前年比で増加しており、全死者数に占める二輪
車の死者数の割合（24.1％）は歩行者に次いで高く、高水準で推移し、さらに昨年の二輪車の交通事故件
数及び死者数の割合は全国平均と比較しても高くなっている。
また、二輪車の交通事故は重大な結果を招くことから、継続的に二輪車の運転者に対し、無謀なすり抜け

運転の防止を目的とする「二輪車“すり抜け運転"ストップ運動」等の各種広報啓発活動を行うことにより、
交通ルールの遵守と交通マナーの向上を呼びかけ、二輪車の交通事故防止を推進する。

◆ 推進機関・団体での推進項目

○ 二輪車の運転者に対する交通ルール遵守に向けた積極的な広報啓発活動の推進
○ 街頭活動を通じ、信号無視や車列のすり抜け等を行う二輪車の運転者に対する指導警告の推進

（二輪車“すり抜け運転"ストップ運動の推進）
○ 二輪車の特性の周知やヘルメット及び胸部プロテクター等の正しい着用による被害軽減効果に
関する広報啓発活動の推進

○ 改正道路交通法（令和５年７月１日施行予定）により、「特定小型原動機付自転車」の通行方法が
制定されることを踏まえた、電動キックボード等の利用者に対する販売事業者等と連携した安全利用
の促進と交通ルール遵守に向けた広報啓発活動の推進

○ 重大事故に直結する恐れのある速度超過違反防止のため、二輪者の運転者に対する規制速度遵守
の呼びかけ

◆ 広報・実践促進事項

・ 交差点に進入するときは、対向車の動きを十分注意し、しっかり安全確認をしましょう。
・ 無理な追い越しやすり抜け運転は非常に危険です。絶対やめましょう。
・ スピードを控え、危険を予測した運転をしましょう。
・ 万が一の交通事故に備え、ヘルメット、胸部プロテクター等を正しく着用し、体をしっかり保護しま
しょう。

● 二輪車の運転者は

○ 車間距離を十分に取り、走行中や渋滞中の車列の横をすり抜けたり、無理な追い越しや急な進路
変更はやめましょう。

○ 安全な速度で走行し、交差点では一時停止するなどして、必ず左右の安全確認をしましょう。
○ 交差点を直進する際は、特に対向右折車両の動きに十分注意しましょう。
○ 車との並進を避け、左折時の巻き込みに注意しましょう。
○ ヘルメットを正しく着用しましょう。
○ 万が一の交通事故に備えて、被害を軽減する胸部プロテクター等を正しく着用しましょう。

● ドライバーは

○ 二輪車は実際よりも小さく、遅く、遠くに見えるという特性を理解し、注意しましょう。
○ 交差点では速度を控え、特に左折時の巻き込みや、右折時の対向二輪車の動きに注意して運転
しましょう。

● 地域・職場では

○ 事業者や安全運転管理者等は、二輪車を利用する従業員に対し、二輪車の特性及び交通ルール
遵守の重要性を再確認させ、技能と知識の定着を図りましょう。

○ ヒヤリ・ハット映像等を活用した交通安全教育を行いましょう。

● 家庭では

○ 身近に起こった「ヒヤリ・ハット」の体験等をもとに、交通安全について家族と話し合いましょう。
○ 万が一の交通事故に備えて、ヘルメット、胸部プロテクター等を正しく着用しましょう。
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自 転 車 の 安 全 利 用 の 推 進

本年４月末現在、府内における自転車が関連した交通事故件数は前年比で増加しており、全事故に占め

る自転車関連事故件数の割合は3３.７％と高い割合を占め、さらに昨年の自転車乗用中の交通事故死者

数の割合は全国平均と比較しても高くなっている。

７月になると、行楽シーズンを迎え、自転車で出かける機会が増えることから、自転車利用者に対し、交

通ルールの遵守・正しい交通マナーの実践及び自転車の乗車用ヘルメット着用等、自転車の安全利用に向

けた広報啓発活動を推進する。

◆ 推進機関・団体での推進項目

○ 全年齢層の自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用促進に向けた広報啓発活動の推進
○ 「自転車安全利用五則」を活用した自転車の通行場所、前照灯の点灯、交差点での信号遵守と一時
停止・安全確認等の交通ルールの遵守及び正しい交通マナーの実践に向けた広報啓発活動の推進

○ 原則として車道通行、車道は左側通行、歩道は歩行者優先等の自転車の通行方法や自転車通行
空間が整備された道路における通行方法の周知と遵守に向けた広報啓発活動の推進

○ 信号の遵守や交差点での一時停止・安全確認のほか、夜間の無灯火走行、飲酒運転、二人乗り、

並進の禁止等、交通事故防止のための交通ルールの周知と遵守に向けた広報啓発活動の推進

○ 運転中のスマートフォン等の操作など、「ながら運転」の防止に向けた広報啓発活動の推進

○ 未就学児を幼児用座席に乗車させる際のシートベルト着用と、幼児二人同乗用自転車の安全利用の促進

○ 自転車事故被害者の救済に資するための自転車損害賠償責任保険等への加入の促進

○ 自転車を用いた配達業務中の交通事故を防止するため、関係事業者等に対する交通安全対策の

働きかけや自転車配達員に対する街頭における指導啓発、飲食店等を通じた自転車配達員への交通

ルール遵守の呼びかけ等の推進

◆ 広報・実践促進事項

・ 大人もこどももヘルメットを着用し、万が一の事故に備えましょう。

・ 自転車は「くるま」の仲間です。交通ルールを必ず守りましょう。

・ スピードの出し過ぎ、「ながらスマホ」はやめましょう。

● 自転車に乗るときは

○ 大人もこどももヘルメットを着用しましょう。
○ 信号や一時停止等の交通ルールを守り、安全な通行を心掛けましょう。
○ 歩道は歩行者優先です。歩道を通行する際は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げない
ようにしましょう。

○ 運転中のイヤホン・スマートフォン等の使用、二人乗り、傘差し等の危険な運転はやめましょう。
○ 未就学児を自転車の幼児用座席に乗せるときはシートベルトをしっかり締めましょう。
○ 未就学児２人を幼児二人同乗用自転車に乗せる際には、後部座席、前部座席の順に乗せ、降ろす
際には、前部座席、後部座席の順に降ろしましょう。

○ 夕暮れ時は早めにライトをつけましょう。
○ 自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。

● 地域・職場では

○ 地域交通安全活動推進委員等は、自転車利用者を対象とした街頭指導をしましょう。
○ 事業者や安全運転管理者等は、利用する自転車の定期的な点検整備を励行するほか、自転車を

利用する従業員に対し、交通ルールを遵守するよう指導を徹底するとともに乗車用ヘルメットの

着用を促進しましょう。

● 家庭では

○ 万が一の交通事故に備えて、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
○ 自転車の正しい乗り方について、家族みんなで話し合い、交通ルールを遵守しましょう。
○ 自転車に反射材を装着し、夜間の事故防止に努めましょう。
○ 自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。



- 5 -

飲 酒 運 転 の 根 絶

令和４年中の府内における飲酒運転による交通事故件数は1５９件（前年比＋２８件）、死者数は8人
（前年比±０人)であり、また本年４月末現在においても、府内における飲酒運転による交通事故件数、死
者数は前年比で増加していることから、根絶には未だ遠い状況である。
７月になると、本格的な行楽シーズンを迎え、屋外等で飲酒する機会が増えることから、「飲酒運転は犯

罪」という意識を府民に浸透させ、飲酒運転の根絶を推進する。

◆ 推進機関・団体での推進項目

○ 飲食店等におけるドライバーへの酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進

○ 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ、飲酒運転の悪質性・危険性を理解させる
等、飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進

○ 地域、職場等における飲酒運転根絶への取組を推進し、「飲酒運転は絶対にしない・させない・

許さない」という「飲酒運転を許さない社会環境」の醸成
○ 自動車運送事業者等によるドライバーの運転前後におけるアルコール検知器の使用等、飲酒運転

の根絶に向けた取組の実施
〇 自転車による飲酒運転禁止の周知活動の推進

◆ 広報・実践促進事項

・ 「飲酒運転は犯罪！」絶対にやめましょう！
・ お酒を飲んだ人に車を貸してはいけません。
・ 飲酒運転の車に同乗してはいけません。
・ 車で出かける時は、お酒を飲まずに仲間を送り届ける人「ハンドルキーパー」を決めましょう。

● ドライバーは

○ 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を遵守しましょう。
○ 車で出かける時は、お酒を飲まずに仲間を送り届ける人「ハンドルキーパー」を決めましょう。

● 地域・職場では

○ 広報誌・機関誌等に、飲酒運転による事故の悲惨さを訴える記事の掲載に努めましょう。
○ 地域や職場で開催する会合・各種行事において、アルコールが運転に及ぼす影響や、飲酒運転に
関する罰則について周知するなど、地域や職場ぐるみでの取組を実施しましょう。

○ 自動車運送事業者等は、営業所等において、ドライバーの運転前後におけるアルコール検知器等
を使用したアルコールチェックを徹底しましょう。

● 家庭では

○ 飲酒運転が犯罪であることや、飲酒運転がもたらす悲惨な結果について話し合いましょう。
○ 自転車は「くるま」の仲間です。自転車の飲酒運転も絶対にしないよう家族で話し合いましょう。
○ 「飲酒運転は絶対にしない・させない・許さない」を合い言葉のもと、お互いに注意し合いましょう。
○ お酒を飲んだ人に車を貸すことや飲酒運転の車に同乗することも犯罪であることを家族で周知
しましょう。



大阪府における交通事故発生状況【確定値】

◆ 全体の交通事故発生状況

○ 状態別死者数（令和５年４月末時点）

歩行者が最多の１９人（うち高齢者が１４人を占める）
次いで二輪車、自転車が１４人と多い

横断歩道ハンドサイン運動

目と手で合図

8,146 7,815 +4.2
58 45 +28.9

9,477 9,021 +5.1
重 傷 者 数 968 915 +5.8

+331
+13

令和５年

+456
+53

件 数

負 傷 者 数
死 者 数

令和４年 増減
増減率

増減

歩行者 19 12 +7 +58.3
自動車 9 8 +1 +12.5
二輪車 14 14 ±0 ±0.0
自転車 14 11 +3 +27.3
その他 2 0 +2 -

合計 58 45 +13 +28.9

増減率
令和５年 令和４年

歩行者

32.8%

二輪者

24.1%

自転車

24.1%

自動車

15.5%

その他

3.4%

令和５年

二輪車

31.1%

歩行者

26.7%

自転車

24.4%

自動車

17.8%

令和４年

平成2６年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

死者数 43 70 48 48 47 42 47 49 45 58

件 数 13,994 13,463 12,175 11,529 10,942 10,176 8,563 8,073 7,815 8,146

負傷者数 16,732 15,955 14,509 13,908 12,953 12,086 10,018 9,389 9,021 9,477

交通事故の発生状況（各年４月末）
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○ 交通事故発生状況（令和５年４月末時点）

資料



○ 状態別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ （ ）は死者数を示す。

※ こども（１５歳以下かつ中学生以下）

○ 学齢層別死傷者数（令和５年４月末時点）

○ 原因別事故件数（令和５年４月末時点）

大阪府における交通事故発生状況【確定値】

※ 件数は、こどもが関連した（１当又は２当）件数、死傷者数はこども自身の死傷者数を計上

◆ こどもの交通事故発生状況

令和５年 令和４年
290 253 +14.6 3.6 3.2

1 3 -66.7 1.7 6.7
526 448 +17.4 5.6 5.0

重 傷 者 数 34 25 +36.0 3.5 2.7

死 者 数

+37
-2

増減率
令和５年 令和４年 増減

全事故に占める割合

負 傷 者 数

件 数

+9
+78

増減率
歩行者 93(1) 78 +15 +19.2
自転車 236 206(1) +30 +14.6
自動車 194 163(2) +31 +19.0
二輪車 4 3 +1 +33.3
その他 0 1 -1 -100.0

合計 527(1) 451(3) +76 +16.9

令和５年 令和４年 増減

自転車

44.8%自動車

36.8%

歩行者

17.6%

二輪車 １.0%

令和５年 令和４年

126 132(3) -6 -4.5

８ 歳 以 下 114 94 +20 +21.3

９ 歳 以 上 150 119 +31 +26.1

137(1) 106 +31 +29.2

527(1) 451(3) +76 +16.9

令和５年 令和４年 増減
増減率

未就園児・就園児

小
学
生

中 学 生

合 計

小学生

(9歳以上)

28.6%

中学生

26.1%

未就園児・

就園児

23.6%

小学生

(8歳以下)

21.7%

令和５年 令和４年

信号無視 5.9%

横断歩道外横断 ７.1%

駐停車車両の直前直後横断 １.2%

走行車両の直前直後横断 １.2%路上遊戯 4.7%

飛び出し

３0.6%

その他 5.9%

違反無し

４３.5%

【歩行者】 【自転車】

○ 月別こども関連交通事故発生状況
（平成３０年～令和４年）

過去５年統計で７月、８月に向けて
こども関連交通事故が増加する傾向。

※ （ ）は死者数を示す。

○ 交通事故発生状況（令和５年４月末時点）

自転車

45.7%
自動車

36.1%

歩行者

17.3%

二輪車 0.06% その他 0.02%

未就園児

・就園児

29.3%

小学生

(8歳以下)

20.8%

小学生

(9歳以上)

26.4%

中学生

23.5%

信号無視 2.4%
右折 0.5%

交差点安全進行

３.4%
一時不停止 9.8%

運転操作不適 0.5%

脇見運転 １.5%

安全不確認

４８.3%

その他

１９.0%

違反なし

１4.6%



大阪府における交通事故発生状況【確定値】

◆ 二輪車の交通事故発生状況

※ 件数は、二輪車が関連した（１当又は２当）した件数、死傷者数は二輪車乗車中の死傷者数を計上

○ 類型別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 二輪車乗車中の死傷者数を計上、構成率は各年の死傷者数合計より算出

○ 違反別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 二輪車乗車中（１当＋２当）の死傷者数を計上（３当含まず）、
構成率は各年の死傷者数合計より算出

○ 道路形状別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 交差点付近 交差点側端から約３０ｍ以内の場所をいう。 ※ 二輪車乗車中の死傷者数を計上

○ 年齢層別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 二輪車乗車中の死傷者数を計上、構成率は各年の死傷者数合計より算出

二輪車“すり抜け運転”ストップ運動

増減率 令和５年 令和４年

1,959 1,925 +34 +1.8 24.0 24.6

14 14 ±0 +0.0 24.1 31.1

1,640 1,645 -5 -0.3 17.3 18.2

重 傷 者 数 336 316 +20 +6.3 34.7 34.5

増減

件 数

死 者 数

負 傷 者 数

令和５年 令和４年
全事故に占める割合

死者数 負傷者数 死者数 負傷者数 死者数 負傷者数

交 差 点 3 908 6 897 -3 +11

交 差 点 付 近 6 215 1 251 +5 -36

9 1,123 7 1,148 +2 -25

5 512 7 484 -2 +28

0 0 0 2 ±0 -2

0 5 0 11 ±0 -6

14 1,640 14 1,645 ±0 -5

増減

交 差 点 等

単 路

踏 切

一 般 交 通 の 場 所

合 計

令和５年 令和４年

死者数 負傷者数 構成率

横 断 中 0 0 0.0

そ の 他 0 0 0.0

0 0 0.0

正面衝突 1 16 1.0

追 突 2 237 14.4

出 合 頭 1 468 28.4

左 折 時 0 180 10.9

右 折 時 3 369 22.5

そ の 他 1 356 21.6

8 1,626 98.8

6 14 1.2

0 0 0.0

14 1,640 100.0合 計

人 対 車 両

車 両 相 互

車 両 単 独

列 車

死者数 負傷者数 構成率

0 12 0.7

2 4 0.4

2 80 5.1

0 20 1.2
ハンドル等操作不適 4 16 1.2

前方不注意 1 16 1.1

動静不注視 0 432 26.7

安全不確認 3 448 27.9

その他 0 22 1.4

0 39 2.4

0 1 0.1

2 515 31.9

14 1,605 100.0

違反なし

合計

交差点安全進行義務

指定場所一時不停止

安
全
運
転
義
務

その他の違反

調査不能

信号無視

速度超過

死者数 負傷者数 構成率

0 7 0.4

7 379 23.3

0 286 17.3

3 272 16.6

1 341 20.7

0 185 11.2

3 170 10.5

14 1,640 100.0

４ ５ ～ ５ ４ 歳

５ ５ ～ ６ ４ 歳

６ ５ 歳 以 上

合 計

１ ５ 歳 以 下

１ ６ ～ ２ ４ 歳

２ ５ ～ ３ ４ 歳

３ ５ ～ ４ ４ 歳

○ 交通事故発生状況（令和５年４月末時点）

令和4年中
  （大阪）

令和４年中
  （全国）

件 数 23.8 14.4

死 者 数 27.7 16.7

全事故に占める割合

○ 交通事故発生状況（令和4年中）



◆ 自転車の交通事故発生状況

○ 類型別死傷者数（令和５年４月末時点）

○ 道路形状別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 交差点付近 交差点側端から約３０ｍ以内の場所をいう。 ※ 自転車自身の死傷者数を計上

○ 自転車乗用中のヘルメット着用状況（令和４年中）

構成率 増減 構成率 増減 構成率 増減

1 3.4 +1 385 4.5 -44 386 4.5 -43

28 96.6 +1 7,970 92.7 -180 7,998 92.7 -179

－ 0.0 ±0 244 2.8 +86 244 2.8 +86

死者数 負傷者数 死傷者数

着用

不明

非着用

【 過去５年間（平成30年～令和４年）頭部負傷が原因の死者９４人 全員がヘルメット非着用 】

全死者数
682人

うち自転車１４７人
（21.6％）

自転車死者のうち
94人（63.9％）が

頭部負傷

頭部負傷の全員が
ヘルメット非着用

※ 件数は関連件数（１当又は２当）、死傷者数は自転車自身の死傷者数を計上

大阪府における交通事故発生状況【確定値】

○ 違反別死傷者数（令和５年４月末時点）

※ 自転車自身の死傷者数を計上、構成率は負傷者数の構成率

※ １当＋２当の死傷者数を計上（３当含まず）、
構成率は負傷者数の構成率

Ⓒ2014 大阪府もずやん

ヘルメット
かぶろうな！

増減
増減率 令和５年 令和４年

件               数 2,733 +9 +0.3 33.7 35.0

死      者      数 11 +3 +27.3 24.1 24.4

負   傷   者   数 2,655 +28 +1.1 28.4 29.4

重傷者数 326 +21 +6.4 35.9 35.6

2,742

14

令和５年 令和４年

2,683

全事故に占める割合

347

死者数 負傷者数 死者数 負傷者数 死者数 負傷者数

交差点 4 1,874 6 1,882 -2 -8

交差点付近 6 144 5 207 +1 -63

交差点等 10 2,018 11 2,089 -1 -71

単路 4 643 0 543 +4 +100

その他 0 22 0 23 ±0 -1

合計 14 2,683 11 2,655 +3 +28

令和５年 令和４年 増減

死者数 負傷者数 構成率
出合頭 1 1,439 53.6

右折時 1 336 12.5

左折時 2 393 14.6

正面衝突 1 65 2.4

その他 6 442 16.5

車両相互 11 2,675 99.7

工作物衝突 1 0 0.0

転倒 0 6 0.2

その他 2 0 0.0

車両単独 3 6 0.2

人対車両 0 2 0.1

列車 0 0 0.0

合計 14 2,683 100.0

死者数 負傷者数 構成率
信号無視 0 50 1.9

一時不停止 0 137 5.2

交差点安全進行 0 93 3.5

ハンドル・ブレーキ操作 3 13 0.5

前方不注意 0 14 0.5

動静不注視 0 620 23.6

安全不確認 5 974 37.1

その他の違反 1 95 3.6

違反なし・調査不能 3 628 23.9

合計 12 2,624 100.0

○ 交通事故発生状況（令和５年４月末時点）

令和4年中
  （大阪）

令和４年中
  （全国）

死 者 数 ２０．６ 13.0

全事故に占める割合

○ 交通事故発生状況（令和4年中）



◆ 飲酒運転による交通事故発生状況

※ １当原付以上飲酒ありの件数とその事故により生じた死傷者数を計上

大阪府における交通事故発生状況【確定値】

○ 月別の発生状況（平成３０年～令和４年）

ハンドルキーパー運動

自動車で仲間と飲食店などへ
行く場合にお酒を飲まない人
(ハンドルキーパー)を決め、
その人が仲間を自宅まで安全
に送り届ける運動。

◆ その他

○ 自転車安全利用五則

１ 車 道 が 原 則 、 左 側 を 通 行
歩 道 は例 外 、 歩 行 者 を優 先

２ 交 差 点 で は信 号 と 一 時 停 止 を守 っ て 、 安 全 確 認

３ 夜 間 は ラ イ ト 点 灯

４ 飲 酒 運 転 は禁 止

５ ヘ ル メ ッ ト を着 用

※ 令和４年11月１日改定 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定

※ １当原付以上飲酒ありの件数とその事故により生じた死傷者数を計上

令和５年 令和４年

239 236 192 191 207 181 174 151 131 159 56 44 +12 

死亡事故件数 11 6 10 11 12 6 13 9 8 8 3 1 +2  

11 6 10 11 12 6 14 9 8 9 3 1 +2  

316 347 264 251 269 230 233 214 169 209 69 64 +5  

重 傷 者 数 33 35 28 20 31 16 33 23 21 27 14 11 +3  

令和４年
(４月末)

件 数

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 増減

死 者 数

負 傷 者 数

令和元年 令和２年 令和３年

過去５年統計で７月に向けて負傷者数が増加傾向。

○ 交通事故発生状況経年推移（平成25年～令和４年） 及び 交通事故発生状況（令和５年４月末時点）
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